
○日本学術会議法（昭和二十三年法律第百二十一号）

附 則（平成一六年四月一四日法律第二九号） 

第四条 一部施行日から施行日の前日までの間、日本学術会議に、施行日以後最

初に任命される会員（以下「新会員」という。）の候補者の選考及び推薦を行

わせるため、日本学術会議会員候補者選考委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

２ 委員会は、政令で定める数を超えない範囲内の数の委員をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験のある者のうちから、次に掲げる者と協議の上、日本学術

会議の会長が任命する。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第二十九条第一項第六号に掲

げる総合科学技術会議の議員のうちから総合科学技術会議の議長が指名す

るもの 

二 日本学士院の院長 

４ 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

５ 専門委員は、学識経験のある者のうちから日本学術会議の会長が任命する。 

６ 委員及び専門委員は、非常勤とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 
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